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告 示 

 

三重県告示第 322 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 41 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅サービス事業者を指定し

ました。 

  平成 29 年 5 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サービスの 
種 類 

2470505419 
ヘルパーステーション 

あおい 

津市久居野村町 329 番

地 25 
勢和建設株式会社 

平成 29 年 

5 月 1 日 
訪問介護 

2470802626 
ひかりの橋ヘルパース
テーション 

伊勢市常磐 2 丁目 4 番
35 号 

医療法人全心会 
平成 29 年 
5 月 1 日 

訪問介護 

2460290394 
訪問看護ステーション
よいかん四日市北 

四日市市松寺二丁目 5
番 18 号 

株式会社ボンドワイエ
ム 

平成 29 年 
5 月 1 日 

訪問看護 

2460390210 

ゴールドエイジ株式会

社鈴鹿訪問看護ステー
ション 

鈴鹿市伊船町 2942 番 1 
ゴールドエイジ株式会
社 

平成 29 年 
5 月 1 日 

訪問看護 

2470303229 
ゴールドエイジ末広デ
イサービス 

鈴鹿市末広東 5-1 
ゴールドエイジ株式会
社 

平成 29 年 
5 月 1 日 

通所介護 

2470400876 
うさぎ亀山通所介護事

業所 

亀山市川合町 1119 番地

38 

Ｋ＆Ｋサポート株式会

社 

平成 29 年 

5 月 1 日 
通所介護 

2470505427 
デイサービスセンター
笑スタ 

津市高茶屋小森町 1732
番地 6 

株式会社Ｄｏｌｌａｒ
ｓｅａ 

平成 29 年 
5 月 1 日 

通所介護 

2470802618 
ひかりの橋デイサービ
スセンター 

伊勢市常磐 2 丁目 4 番
35 号 

医療法人全心会 
平成 29 年 
5 月 1 日 

通所介護 

2471301206 
デイサービスききょう

ぷらす 

名張市さつき台二番町

48 番地 
株式会社桔梗 

平成 29 年 

5 月 1 日 
通所介護 

2470802634 特定施設ひかりの橋 
伊勢市常磐 2 丁目 4 番

35 号 
医療法人全心会 

平成 29 年 

5 月 1 日 

特定施設入
居者生活介
護 

 

三重県告示第 323 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 46 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅介護支援事業者を指定し

ました。 

  平成 29 年 5 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サービスの 
種 類 

2470205424 
ケアプランいろは 居宅

介護支援事業所 

四日市市中川原 1 丁目

6 番 35 号 
医療法人たちばな会 

平成 29 年 

5 月 1 日 
居宅介護支

援 

2470303211 
居宅介護支援センター
鈴鹿香寿苑 

鈴鹿市稲生西 3 丁目
7419 番 

社会福祉法人けやき福
祉会 

平成 29 年 
5 月 1 日 

居宅介護支
援 

2470900396 
はつしま居宅介護支援
事業所 

鳥羽市相差町 1924 有限会社はつしま 
平成 29 年 
5 月 1 日 

居宅介護支
援 

 

三重県告示第 324 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 53 条第 1 項本文の規定により、次のとおり介護予防サービス事業者

を指定しました。 

  平成 29 年 5 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   
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介 護 保 険 

事業所番号 
事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 

指 定 

年 月 日 

サービスの 

種 類 

2470505419 
ヘルパーステーション 
あおい 

津市久居野村町 329 番
地 25 

勢和建設株式会社 
平成 29 年 
5 月 1 日 

介護予防訪
問介護 

2470802626 
ひかりの橋ヘルパース
テーション 

伊勢市常磐 2 丁目 4 番
35 号 

医療法人全心会 
平成 29 年 
5 月 1 日 

介護予防訪
問介護 

2460290394 
訪問看護ステーション

よいかん四日市北 

四日市市松寺二丁目 5

番 18 号 

株式会社ボンドワイエ

ム 

平成 29 年 

5 月 1 日 
介護予防訪

問看護 

2460390210 
ゴールドエイジ株式会
社鈴鹿訪問看護ステー
ション 

鈴鹿市伊船町 2942 番 1 
ゴールドエイジ株式会

社 

平成 29 年 

5 月 1 日 
介護予防訪

問看護 

2470303229 
ゴールドエイジ末広デ

イサービス 
鈴鹿市末広東 5-1 

ゴールドエイジ株式会

社 

平成 29 年 

5 月 1 日 
介護予防通

所介護 

2470400876 
うさぎ亀山通所介護事
業所 

亀山市川合町 1119 番地
38 

Ｋ＆Ｋサポート株式会
社 

平成 29 年 
5 月 1 日 

介護予防通
所介護 

2470505427 
デイサービスセンター
笑スタ 

津市高茶屋小森町 1732
番地 6 

株式会社Ｄｏｌｌａｒ
ｓｅａ 

平成 29 年 
5 月 1 日 

介護予防通
所介護 

2470802576 デイサービスくるみ 
伊勢市津村町 1063 番地

3 
一般社団法人笑福会 

平成 29 年 

5 月 1 日 
介護予防通

所介護 

2470802618 
ひかりの橋デイサービ
スセンター 

伊勢市常磐 2 丁目 4 番
35 号 

医療法人全心会 
平成 29 年 
5 月 1 日 

介護予防通
所介護 

2471301206 
デイサービスききょう
ぷらす 

名張市さつき台二番町
48 番地 

株式会社桔梗 
平成 29 年 
5 月 1 日 

介護予防通
所介護 

2470802634 特定施設ひかりの橋 
伊勢市常磐 2 丁目 4 番
35 号 

医療法人全心会 
平成 29 年 
5 月 1 日 

介護予防特

定施設入居
者生活介護 

 

三重県告示第 325 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 5 条第 1 項の規定による届出（新設の届出）に対して同法

第 8 条第 1 項の規定により名張市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

平成 29 年 5 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）リードタウン名張 

名張市夏見字下川原 249 ほか 

2  名張市から聴取した意見 

(1) 駐車需要の充足等交通に係る事項 

ア 交差点処理計画 

駐車場出入口別来店数について、出入口 3 の分担比率が 88.2％、202 台となっているが、出入口 3 の前

面市道（市道下川原学校線）と国道 165 号との交差点には信号機が設置されていないことから、来店時の

国道から市道への右折及び退店時の市道から国道への合流（特に右折車）が難しく、混雑が発生すること

が予想される。 

  当該市道は、近隣住民の生活用道路でもあることから、来店者の車両による混雑が発生すると、地域住

民の生活に支障を及ぼすことが懸念される。 

  ついては、店舗への入庫及び店舗からの出庫において、信号交差点へ誘導するよう配慮されたい。 

（2） 廃棄物に係る事項 

  ア 名張市では、ごみゼロ社会の実現に向けて排出事業者に対し、廃棄物の抑制及びリサイクルの協力要請

をしていることから、ごみについては減量化及び資源化に極力努めること。 

  イ 資源となるびん類、缶類、ペットボトル、紙類等については、自ら分別し伊賀南部クリーンセンターに

持ち込む等ごみの減量化及び資源化に積極的に取り組まれたい。 

  ウ 名張市では、ごみ袋の透明化を実施しているため、レジ袋等についても中身の見える袋（透明又は半透

明の袋）の使用に極力努めること。なお、容器包装廃棄物の多数を占めるレジ袋の排出抑制策等を検討し、

環境に配慮した事業活動に努めること。 
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  エ ごみの発生抑制において、可能な限り過剰包装の自粛に努めること。 

  オ カラス、猫等にごみ袋を荒らされないよう、適正に保管及び管理すること。 

  カ 関係者から苦情等があった場合は、速やかに誠意をもって適切な処置を講じること。 

  キ 駐車場等の敷地内における散乱ごみの対応について、清掃等の管理を行い、管理者の責任において適正

に処理すること。 

（3） その他の事項 

 ア 出店後における、周辺の生活環境の保全について 

    店舗敷地より排出される汚水等については、浄化処理が行われないまま公共用水域に排出されること等

のないよう、適正な処理を行うこと。 

    関係者から苦情等があった場合は、速やかに誠意をもって適切な処置を講じること。 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

平成 29 年 5 月 12 日から同年 6 月 12 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 326 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出（大規模小売店舗において小

売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名の変更）に対して同法第 8 条第 1 項の規定により鈴鹿市から聴

取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

平成 29 年 5 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

フレスポ鈴鹿Ｂゾーン 

鈴鹿市住吉町字谷口 8946 ほか 9 筆 

2  鈴鹿市から聴取した意見 

意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

平成 29 年 5 月 12 日から同年 6 月 12 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 327 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項及び第 2 項の規定による届出に対して同法第 8

条第 1 項の規定により志摩市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

平成 29 年 5 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

プラザ 21 Ｂゾーン 

志摩市阿児町鵜方 4935 番地ほか 4 筆 

2  志摩市から聴取した意見 

意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

平成 29 年 5 月 12 日から同年 6 月 12 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 328 号 
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 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    平成 29 年 5 月 12 日             

                                                 三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬   

1 道路の種類 県道 

2 路 線 名 甲南阿山伊賀線 

3 道路の区域  

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

伊賀市槇山字本城 2629 番 6 地先から 
伊賀市槇山字本城 2654 番 5 地先まで 

旧 4.71～10.36 256.20 

新 6.10～46.95 256.20 

 

三重県告示第 329 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

平成 29 年 5 月 12 日 

              三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

県道 

 鵜殿熊野線 

南牟婁郡紀宝町神内字長尾 270 番 1 地先から 

南牟婁郡紀宝町神内字和田前 423 番 1 地先まで 
平成 29 年 5 月 12 日 

県道 
 一志美杉線 

津市一志町波瀬字須氐 7738 番 1 地先から 
津市一志町波瀬字須氐 7748 番 1 地先まで 

平成 29 年 5 月 12 日 

県道 
 宮妻峡線 

四日市市波木町 437 番 8 地先から 
四日市市波木町 435 番 2 地先まで 

平成 29 年 5 月 12 日 

県道 

 横輪南勢線 

伊勢市矢持町上村字込ノ田 336 番地先から 

伊勢市矢持町上村字里東 306 番地先まで 
平成 29 年 5 月 12 日 

 

 

公 告 

 

 調理師法（昭和 33 年法律第 147 号）第 3 条の 2 第 1 項の規定により、調理師試験を次のとおり実施します。 

  平成 29 年 5 月 12 日 

                                 三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   試験の日時及び場所 

年  月  日 時    間 場     所 

平成 29 年 10 月 29 日(日)  午後 1 時から午後 3 時まで 
津市北河路町 19-1 メッセウイング・みえ 
尾鷲市坂場西町 1-1 三重県尾鷲庁舎 

2   受験申込書の受付期間及び受付場所 

 (1)  受付期間 

   平成 29 年 8 月 1 日（火）から同月 10 日（木）まで 

 (2)  受付場所 

   県内各保健所 

   なお、土曜日及び日曜日の受付並びに郵送による受付はいたしません。 

3   受験申込書の請求先 

  県内各保健所 

4   その他 

  この試験についての問い合わせは、受験申込書の請求先にしてください。 

 

 製菓衛生師法（昭和 41 年法律第 115 号）第 4 条第 1 項の規定により、製菓衛生師試験を次のとおり実施しま

す。 
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  平成 29 年 5 月 12 日 

                              三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   試験の日時及び場所 

年  月  日 時    間 場     所 

平成 29 年 10 月 29 日(日)  午後 1 時から午後 3 時まで 
津市北河路町 19-1 メッセウイング・みえ 
尾鷲市坂場西町 1-1 三重県尾鷲庁舎 

2   受験申込書の受付期間及び受付場所 

 (1)  受付期間 

   平成 29 年 8 月 14 日（月）から同月 23 日（水）まで 

 (2)  受付場所 

   県内各保健所 

   なお、土曜日及び日曜日の受付並びに郵送による受付はいたしません。 

3   受験申込書の請求先 

  県内各保健所 

4   その他 

  この試験についての問い合わせは、受験申込書の請求先にしてください。 

 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第 36 条の 8

第 1 項の規定による平成 29 年度三重県登録販売者試験を次のとおり実施します。 

  平成 29 年 5 月 12 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  試験日時 

平成 29 年 9 月 6 日（水） 午後 0 時 30 分から午後 2 時 30 分まで 

午後 3 時 30 分から午後 5 時 30 分まで 

2  試験会場 

  メッセウイング・みえ 

  津市北河路町 19-1 

  ※ 試験会場に関するお問い合わせについては薬務感染症対策課薬事班（059-224-2330）へお願いします。 

3   試験内容 

(1)  試験は多肢択一式による出題でマークシート方式 

(2)  試験項目と問題数 

   前半（午後 0 時 30 分から午後 2 時 30 分まで） 

     医薬品に共通する特性と基本的な知識 20 問 

     主な医薬品とその作用        40 問 

    後半（午後 3 時 30 分から午後 5 時 30 分まで） 

   人体の働きと医薬品         20 問 

     薬事関係法規・制度         20 問 

     医薬品の適正使用・安全対策     20 問 

4   受験手続 

(1)  提出書類等 

  ア 登録販売者試験受験申請書 1 部 

  イ 写真 1 枚（申込前 6 月以内に写した無帽正面、上半身像のものであって、縦 4.5 ㎝、横 3.5 ㎝のもの

で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの） 

(2)  受験申請書の提出先 

   県内最寄りの保健所（四日市市保健所を含みます。） 

(3)  受験申請書の受付期間 

    平成 29 年 6 月 12 日（月）から同月 23 日（金）までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとします

（ただし、正午から午後 1 時まで並びに土曜日及び日曜日を除きます。）。  

(4)  受験手数料 

    15,000 円の三重県収入証紙を受験申請書に貼り付けてください。 
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    なお、受験申請書提出後は返還しません。 

5   合格発表 

  平成 29 年 10 月 20 日（金）午前 10 時に合格者の受験番号を三重県庁正面玄関及び各保健所（四日市市保健

所を含みます。）に掲示します。 

  また、当日中に三重県ホームページ（http://www.pref.mie.lg.jp/）にも掲載します。 

  なお、電話・メール等による照会には応じませんが、受験者全員に合格者受験番号一覧を郵送します。 

  

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 30 条第 2 項の規定により、名張市土地改良区（名張市夏見 2812 番

地）の定款の変更を認可しました。 

  平成 29 年 5 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

 

 林業種苗法（昭和 45 年法律第 89 号）第 10 条第 1 項の規定により、次のとおり生産事業者として登録しまし

た。 

  平成 29 年 5 月 12 日 

                                    三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

登 録 
番 号 

生 産 事 業 者 の 氏 名 
又 は 名 称 及 び 住 所 

生 産 事 業 の 内 容 

事 業 所 の 名 称 
及 び 所 在 地 

種  穂 苗  木 

採取 精選 
幼苗の 
育 成 

幼苗以外の
苗 木 育 成 

四農第 

184 号 

中野 博之 

鈴鹿市追分町 2366-5 
○ ○ ○ ○ 

中野農園 

鈴鹿市追分町 2366-5 

四農第 
185 号 

杉村 光雄 
鈴鹿市追分町 2266-6 

○ ○ ○ ○ 鈴鹿市追分町 2266-6 

四農第 
186 号 

杉村 秋治 
鈴鹿市椿一宮町 2951 

○ ○ ○ ○ 
杉村園芸 
鈴鹿市椿一宮町 2951 

四農第 

187 号 

林 隆 

鈴鹿市追分町 2369-10 
○ ○ ○ ○ 鈴鹿市追分町 2369-10 

四農第 
188 号 

藤方 利通 
鈴鹿市高塚町 1251 

○ ○ ○ ○ 鈴鹿市高塚町 1251 

四農第 
189 号 

小林 英将 
鈴鹿市山本町 244-24 

○ ○ ○ ○ 
小林農園 
鈴鹿市山本町 244-24 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県四日市建設事務所長から通知がありました。 

    平成 29 年 5 月 12 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（砂防基盤図作成） 

2   作業期間 

    平成 28 年 7 月 20 日から平成 29 年 6 月 30 日まで 

3   作業地域 

    四日市市川島町、同市三滝台 1 丁目、同市三滝台 2 丁目、同市三滝台 3 丁目、同市三滝台 4 丁目、同市日

永、同市泊村、同市泊山崎町、同市西日野町、同市前田町、三重郡菰野町永井、同町田口、同町田光、同町

小島、同町切畑、同町杉谷及び同町根の平 

 

 

お 知 ら せ 

 

理容師法（昭和 22 年法律第 234 号）第 11 条の 4 第 2 項の規定による管理理容師資格認定講習会及び美容師法
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（昭和 32 年法律第 163 号）第 12 条の 3 第 2 項の規定による管理美容師資格認定講習会を次のとおり指定しまし

た。 

  平成 29 年 5 月 12 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  主催者の名称及び所在地 

(1) 名称 公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

(2)  住所 東京都江東区有明 3 丁目 7 番 26 号 有明フロンティアビルＢ棟 9 階 

 (3)  会場の運営及び設営の窓口となる事務所の名称及び所在地 

   名 称 公益財団法人理容師美容師試験研修センター東海ブロック事務所 

   所在地 愛知県名古屋市中区丸の内 2 丁目 14 番 20 号 ザ・スクエア 2 階 

   電 話 052-232-6639 

2  管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会の実施計画 

 (1) 講習期間及び日程 

   講習期間 平成 29 年 8 月 28 日（月）から同年 9 月 25 日（月）まで 

    講習日程  

講   習   日 9:30～12:30 13:30～16:30 

第 1 日 平成 29 年  8 月 28 日（月） 公衆衛生及び衛生管理 公衆衛生 

第 2 日 平成 29 年  9 月  4 日（月） 衛生管理 衛生管理 

第 3 日 平成 29 年  9 月 25 日（月） 衛生管理 衛生管理 

 (2) 講習会場の名称及び所在地 

    講習会場 三重県勤労者福祉会館 

    所 在 地 津市栄町 1 丁目 891 番地 

      電  話 059-225-2800  

(3)  講習予定人員 

    管理理容師資格認定講習 10 名 

    管理美容師資格認定講習 90 名 

(4)  受講料 

    1 人 18,000 円 
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発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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